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①収支報告書の要旨の公表

②収支報告書の閲覧及び写しの交付

寄附の量的制限等

寄 附 者 と 寄 附 の

対象者による制限

①総枠制限

②個別制限

③政治資金パーティーの対価の支払に関する制限

①会社等のする寄附の制限

②公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限

①補助金等を受けている会社等

政治資金の規正の方法

の

授

受

の

規

正

等

寄 附 の 質 的 制 限

そ の 他 公 正 な

流 れ を担 保す る

た め の 措 置

運 用 の 制 限

①補助金等を受けている会社等

②赤字会社

③外国人・外国法人等

④他人名義・匿名

①寄附のあっせんに係る威迫的行為の禁止

②意思に反するチェック・オフの禁止

③寄附等への公務員の関与制限 等

による寄附禁止

※　収支報告の適正の確保等の観点から、政治団体の区分に応じ、次のような特例があります。

○政党・政治資金団体
・自主監査及び収支報告書に監査意見書を添付

○資金管理団体
・収支報告に関する特例（人件費以外の経常経費の明細、保有不動産等の利用状況）

○国会議員関係政治団体
・収支報告に関する特例（人件費以外の経常経費の明細）
・登録政治資金監査人による政治資金監査及び収支報告書に政治資金監査報告書を添付
・少額領収書等の写しの開示制度
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